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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第２部門第３区分
【発行日】平成30年6月14日(2018.6.14)

【公開番号】特開2018-65245(P2018-65245A)
【公開日】平成30年4月26日(2018.4.26)
【年通号数】公開・登録公報2018-016
【出願番号】特願2017-218568(P2017-218568)
【国際特許分類】
   Ｂ２４Ｄ   3/00     (2006.01)
   Ｃ０９Ｋ   3/14     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｂ２４Ｄ    3/00     ３３０Ｅ
   Ｂ２４Ｄ    3/00     ３２０Ａ
   Ｃ０９Ｋ    3/14     ５５０Ｄ

【手続補正書】
【提出日】平成30年3月22日(2018.3.22)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの主面が平面をなす薄型の成形研磨粒子であって、アルファアルミナを
含み、前記平面に垂直に切断した断面における前記成形研磨粒子の断面形状が、略ｎ角形
形状を有し、
　前記断面において、ｎ本の直線を、対応する前記略ｎ角形形状のｎ個の各辺のそれぞれ
と交差せずに２点において外側から接するように配置して、前記断面形状を囲むｎ角形を
形成し、前記断面形状の面積をＡ、前記直線がなすｎ角形の面積をＢとするとき、Ａに対
する（Ｂ－Ａ）の割合が、１５％～５％である、成形研磨粒子。
【請求項２】
　前記平面が略多角形をなし、前記略多角形の角部の平均先端半径が７５マイクロメート
ル未満である、請求項１に記載の成形研磨粒子。
【請求項３】
　前記平面に接続された側壁を有し、前記平面と前記側壁との間の抜き勾配が９０度より
大きく１３５度以下である、請求項１または２に記載の成形研磨粒子。
【請求項４】
　前記平面が略三角形状をなす、請求項１ないし３のいずれかに記載の成形研磨粒子。
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